
別表３　臨時確認調査手数料及び再検査手数料

（１）調査申請料

　　　　

（２）調査手数料

別表１　（２）調査手数料を準用する。

　

（３）調査費用

別表１　（3）調査費用を準用する。

ただし、再検査において当会の調査等の不備により再検査を行う場合は、徴収しない。

申請者より変更届が提出され、実地検査を伴わない場合は徴収しない。

（業務規程　別表３）

認　　証　　の　　種　　類 料金　（税抜き）

有機農産物の生産行程管理者 追加ほ場がある場合 １ほ場当たり　１，０００円

有機加工食品の生産行程管理者 追加施設がある場合 １施設当たり　５，０００円

小分け業者 追加施設がある場合 １施設当たり　５，０００円

ただし、再検査において当会の調査等の不備により再検査を行う場合、または認証事業者に不備が
ない場合は、徴収しない。
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